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                平成１８年６月 

       勝浦市議会定例会会議録（第５号） 

  

                  平成１８年６月１６日 

 ○出席議員 21人  

 １番 土 屋   元 君    ２番 佐 藤 啓 史 君    ３番 平 岡 誠一郎 君

 ４番 渡 辺 伊三郎 君    ５番 松 崎 栄 二 君    ６番 刈 込 欣 一 君

 ７番 末 吉 定 夫 君    ８番 黒 川 民 雄 君    ９番 渡 辺 玄 正 君

 10番  寺 尾 重 雄 君    11番 高 橋 秀 男 君    12番 板 橋   甫 君

 13番 丸     昭 君    14番  八 代 一 雄 君       15番  児  安  利  之  君

 16番 渡 辺 利 夫 君    17番  佐 藤 浩 寿 君    18番  滝 口 敏 夫  君

 19番  伊 丹 冨 夫 君    20番  水 野 正 美 君    21番 岩 瀬 義 信 君 

 

 ○欠席議員 １人  

 22番 深 井 義 典 君 

 

 ○地方自治法第１２１条の規定により出席した者の職氏名  

  市 長  藤 平 輝 夫 君       助 役  杉 本   栄 君 

  収 入 役  江 沢 始 一 君       教 育 長  松 本 昭 男 君 

  総 務 課 長  西 川 幸 男 君       企 画 課 長  藤 江 信 義 君 

  財 政 課 長  関   重 夫 君       課 税 課 長  乾   康 信 君 

  収 納 課 長  鈴 木 克 巳 君       市 民 課 長  滝 本 幸 三 君 

  介護健康課長  関     修 君       環境防災課長  田 原   彰 君 

  清掃センター所長  酒 井 正 広 君       都市建設課長  三 上 鉄 夫 君 

  農林水産課長  岩 瀬   章 君       観光商工課長  守 沢 孝 彦 君 

  福祉事務所長  小 柴 章 夫 君       水 道 課 長  藤 平 光 雄 君 

  会 計 課 長  岩 瀬   武 君       教 育 課 主 幹  渡 辺 宗 七 君 

  社会教育課長  佐 藤 光 男 君       学校給食共同  中 村 一 夫 君 

                           調 理 場 所 長   

  農 業 委 員 会    酒 井   明 君     勝浦診療所事務長  黒 川 義 治 君 

  事 務 局 長    

 

 ○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  

  事 務 局 長     川 又 昌 昶 君     議 事 係 長  目 羅 洋 美 君 

 

 

    

                   議 事 日 程 

 議事日程第５号 
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第１ 議案・請願・陳情上程・委員長報告・質疑・討論・採決 

   （総務常任委員長） 

   議案第36号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第38号 勝浦市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について 

   議案第39号 勝浦市国民保護協議会条例の制定について 

   議案第40号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に 

         ついて 

   議案第42号 平成18年度勝浦市一般会計補正予算 

   請願第１号 「地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書」提出を求める請願 

   （教育民生常任委員長） 

   議案第37号 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第43号 平成18年度勝浦市老人保健特別会計補正予算 

   議案第44号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算 

   請願第２号 「国における平成19年度教育予算拡充に関する意見書」提出を求める請願 

   請願第３号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出を求める請願 

   （建設経済常任委員長） 

   議案第41号 市道路線の認定及び廃止について 

   議案第45号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算 

   請願第４号 「米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の万全な対 

         策を求める意見書」の提出を求める請願 

   陳情第４号 一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を 

         求める意見書の提出に関する陳情 

第２ 発議案上程・説明・質疑・討論・採決 

   発議案第４号 教育予算拡充に関する意見書について 

   発議案第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について 

   発議案第６号 米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の万全な対 

          策を求める意見書について 

   発議案第７号  一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進 

          を求める意見書について 

第３ 報 告 

   報告第１号 繰越明許費繰越計算書について 

 

 

    

                   開     議 

  

           平成１８年６月１６日（金）  午後１時００分開議 

 ○議長（水野正美君）ただいま出席議員は21人で定足数に達しておりますので、議会はここに成立 

いたしました。 
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  これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、あらかじめお手元へ配布したとおりでありますので、それによってご承知を願

います。 

 

 

    

          議案・請願・陳情上程・委員長報告・質疑・討論・採決  

 

 ○議長（水野正美君）日程第１、議案・請願・陳情を上程いたします。 

 議案第36号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第38号 勝浦市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、議案第39号

 勝浦市国民保護協議会条例の制定について、議案第40号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約

の一部を改正する規約の制定に関する協議について、議案第42号 平成18年度勝浦市一般会計補

正予算、請願第１号 「地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書」提出を求める請願、以

上６件を一括議題といたします。本件に関し、委員長の報告を求めます。滝口総務常任委員長。 

              〔総務常任委員長  滝口敏夫君登壇〕 

 ○総務常任委員長（滝口敏夫君）議長よりご指名がありましたので、今期定例会において総務常任 

委員会に付託されました議案及び請願の審査経過と結果について、その概要をご報告いたします。 

 当総務常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る６月12日、委員会を開催し、

執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたしまし

た。 

 その結果、議案第36号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第38号 勝浦市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について、

議案第39号 勝浦市国民保護協議会条例の制定について、議案第40号 夷隅郡市広域市町村圏事

務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について、議案第42号 平成18年度勝浦市

一般会計補正予算、以上５件につきまして慎重審議の結果、お手元へ配布の委員会審査報告書の

とおり、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第１号 「地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書」提出を求める請願につ

きましては、なお慎重審議を期する必要があり、会期中に結論を出しかねるので、議長に対しま

して継続審査の申し出をした次第であります。 

 以上をもちまして、総務常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって討論を終結いたします。 
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 これより、議案第36号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第38号 勝浦市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 

の制定について、議案第39号 勝浦市国民保護協議会条例の制定について、以上２件を一括して

採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、議案第38号及び議案第39号、以上２件は原案 

のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第40号 夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規 

約の制定に関する協議についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第42号 平成18年度勝浦市一般会計補正予算を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成

の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手多数〕 

 ○議長（水野正美君）挙手多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、請願第１号 「地域手当の県内格差支給の是正に関する意見書」提出 

を求める請願につきましては、先ほどの総務常任委員長の報告のとおり、会議規則第 103条の規

定により、閉会中の継続審査の申し出がありました。本件につきましては、総務常任委員長から

の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、請願第１号は、閉会中の継続審査に付する 

ことに決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第37号 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について、議案第43号 平成18年度勝浦市老人保健特別会計補正予算、議案第44号

 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算、請願第２号 「国における平成19年度教育予算

拡充に関する意見書」提出を求める請願、請願第３号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関す

る意見書」提出を求める請願、以上５件を一括議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。刈込教育民生常任委員長。 

             〔教育民生常任委員長  刈込欣一君登壇〕 

 ○教育民生常任委員長（刈込欣一君）議長よりご指名がありましたので、今期定例会において教育 

民生常任委員会に付託されました議案及び請願の審査経過と結果について、その概要をご報告い

たします。 

 当教育民生常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る６月13日、委員会を開催

し、執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたし

ました。 

 その結果、議案第37号 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第43号 平成18年度勝浦市老人保健特別会計補正予算、議案第44号 平成18年度

勝浦市介護保険特別会計補正予算、以上３件につきましては、慎重審議の結果、お手元へ配布の

委員会審査報告書のとおり、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第２号 「国における平成19年度教育予算拡充に関する意見書」提出を求める請願、

請願第３号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出を求める請願、以上２件に

つきましては、願意妥当と認め、全員異議なく、採択すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、教育民生常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第37号 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告

のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 
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 ○議長（水野正美君）次に、議案第43号 平成18年度勝浦市老人保健特別会計補正予算を採決いた 

します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第44号 平成18年度勝浦市介護保険特別会計補正予算を採決いた 

します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、請願第２号 「国における平成19年度教育予算拡充に関する意見書」 

提出を求める請願を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は、委

員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、請願第２号は採択と決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、請願第３号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」提出 

を求める請願を採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は、委員長

の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、請願第３号は採択と決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第41号 市道路線の認定及び廃止について、議案第45号 平成18 

年度勝浦市水道事業会計補正予算、請願第４号 「米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、Ｂ

ＳＥ（牛海綿状脳症）の万全な対策を求める意見書」の提出を求める請願、陳情第４号 一般林

政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を求める意見書の提出に
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関する陳情、以上４件を一括議題といたします。 

 本件に関し、委員長の報告を求めます。松崎設経済常任委員長。 

             〔建設経済常任委員長  松崎栄二君登壇〕 

 ○建設経済常任委員長（松崎栄二君）議長よりご指名がありましたので、今期定例会において建設 

経済常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果について、その概要をご報告いたします。 

 当建設経済常任委員会は、付託されました事件を審査するため、去る６月14日、委員会を開催

し、執行部より市長、助役、収入役、教育長及び関係課長の出席を求め、その審査を終了いたし

ました。 

 その結果、議案第41号 市道路線の認定及び廃止について、議案第45号 平成18年度勝浦市水

道事業会計補正予算、以上２件につきまして慎重審議の結果、お手元へ配布の委員会審査報告書

のとおり、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、議案第41号 市道路線の認定及び廃止についてに係る審査に際しまして、当該市道の現

地視察を行ったことを申し添えます。 

 次に、請願第４号 「米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の万

全な対策を求める意見書」の提出を求める請願、陳情第４号 一般林政の具体的施策の実施及び

地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を求める意見書の提出に関する陳情につきましては、

願意妥当と認め、全員異議なく、採択すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、建設経済常任委員長の報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これより委員長の報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのとこ 

ろ通告はありません。質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって討論を終結いたします。 

 これより議案第41号 市道路線の認定及び廃止についてを採決いたします。本案に対する委員

長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求

めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、議案第45号 平成18年度勝浦市水道事業会計補正予算を採決いたしま 

す。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 
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 ○議長（水野正美君）次に、請願第４号 「米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛 

海綿状脳症）の万全な対策を求める意見書」の提出を求める請願を採決いたします。本件に対す

る委員長の報告は採択であります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙

手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、請願第４号は採択と決しました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、陳情第４号 一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸 

収源対策の着実な推進を求める意見書の提出に関する陳情を採決いたします。本件に対する委員

長の報告は採択であります。本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求

めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、陳情第４号は採択と決しました。 

 

 

    

              発議案上程・説明・質疑・討論・採決  

 

 ○議長（水野正美君）日程第２、発議案を上程いたします。 

 発議案第４号 教育予算拡充に関する意見書について、発議案第５号 義務教育費国庫負担制

度の堅持に関する意見書について、以上２件を一括議題といたします。 

 職員に発議案を朗読させます。目羅係長。 

                    〔職員朗読〕 

 ○議長（水野正美君）発議者から提案理由の説明を求めます。刈込欣一議員。 

                 〔６番  刈込欣一君登壇〕 

 ○６番（刈込欣一君）議長よりご指名をいただきましたので、ただいま議題となりました発議案第 

４号 教育予算拡充に関する意見書について、発議案第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持に

関する意見書について、提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、発議案第４号 教育予算拡充に関する意見書について申し上げます。 

 教育は、教育基本法の精神にのっとり、日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てるという重

要な使命を負っています。しかし、現在、日本の教育は、いじめ、不登校を初め、いわゆる学級

崩壊、さらには少年による凶悪犯罪、経済の二極化による失業者の増加により、授業料の滞納等、

さまざまな深刻な問題を抱えております。 

 一方、国際化、高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、
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総合的な学習の時間実施や選択履修の拡大に伴う経費等の確保も急務であります。 

 千葉県及び県内各市町村においても、ゆとりの中で子供たち一人一人の個性を尊重しながら、

生きる力と豊かな人間性の育成を目指していくことが必要であります。そのためのさまざまな教

育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠で

あります。 

 しかし、平成18年度の文部科学省所管の一般会計予算は前年度比10.5％マイナスとなっていま

す。県、市町村への地方交付税交付金も削減されています。豊かな教育を実現させるためには、

子供たちの教育環境の整備を一層進めることが必要であります。よって、国においては、教育が

未来の先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民の共通し

た使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではありますが、次の項目を中

心に必要な教育予算を確保することを強く要望します。 

 １、子供たちにきめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に

策定すること。 

 ２、少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。 

 ３、保護者の教育費負担を軽減をするために義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援

助に係る予算を拡充すること。 

 ４、子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境条件を整備すること。 

 ５、危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実す

ること。 

 ６、子供の安全と豊かな学習を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金

を増額すること。 

 次に、発議案第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について申し上げます。 

 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上を目

指して、子供たちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず、無償で義務教育を受

ける機会を保障し、かつ一定の規模や内容の教育を確保するという国の責務を果たすものであり 

ます。 

 国においては、三位一体改革の論議の中で、平成17年11月には義務教育費国庫負担制度見直し

が行われました。その内容は、義務教育費国庫負担制度は堅持するが、費用負担の割合について

は２分の１から３分の１に縮減するというものでありました。政府は、教育の質的論議を抜きに、

国の財政状況を理由として、これまで義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化

してきました。今後、３分の１とした国庫負担金の割合が恒久措置ではなく、制度全廃も含めた

検討がなされる可能性もあります。 

 義務教育における国と地方の役割等について、十分議論がされないまま、地方分権推進の名の

もとにこのような見直しが今後さらに行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりで

はなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮されます。また、義務教育費国

庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至であります。 

 よって、国においては、21世紀の子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上

と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出しようとするものであります。何とぞ発議
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者の意をご賢察の上、よろしくご審議をいただき、可決あらんことをお願い申し上げ、提案理由

の説明といたします。 

 ○議長（水野正美君）これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 

質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第４号及び発議案第５号、以上２件

につきましては、会議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、発議案第４号及び発議案第５号、以上２件 

につきましては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは討論を終結いたします。 

 これより発議案第４号 教育予算拡充に関する意見書についてを採決いたします。本案は、原

案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第５号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書につい 

てを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

                   〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第６号 米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛 

海綿状脳症）の万全な対策を求める意見書について、発議案第７号 一般林政の具体的施策の実

施及び地球温暖化防止森林吸収源対策の着実な推進を求める意見書について、以上２件を一括議

題といたします。 

 職員に発議案を朗読させます。目羅係長。 

                    〔職員朗読〕 

 ○議長（水野正美君）発議者から提案理由の説明を求めます。松崎栄二議員。 

                 〔５番  松崎栄二君登壇〕 

 ○５番（松崎栄二君）議長よりご指名をいただきましたので、ただいま議題となりました発議案第 
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６号 米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の万全な対策を求める

意見書について、発議案第７号 一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸収源対

策の着実な推進を求める意見書について、以上２件について、提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、発議案第６号 米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の

万全な対策を求める意見書について申し上げます。 

 日本政府は、平成17年12月12日に、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し、輸入が再開

されました。しかし、本年１月20日にアメリカから輸入された牛肉にＳＲＭ（特定危険部位）の

脊柱が混入していたことが発見されたことから、再び輸入が停止しました。 

 米国産牛肉は、①屠畜される牛で、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）検査を行っているのは極めて少な

いこと。②生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が正

確にできず、目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差を生じさせること。③特定危険

部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除去し、焼却処分を行っている

のに対し、米国は30カ月齢以上の牛に限られていること。④肉骨粉の飼料への使用など飼料規制

が不明確であることなど、日本に比べＢＳＥ（牛海綿状脳症）対策は極めて不十分なままとなっ

ております。 

 よって、国においては国民の食の安全を守り、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）に対する万全な対策を

図るため、次の措置を講じられるよう強く要望します。 

  １、米国産の牛肉等に対するＢＳＥ対策について、アメリカにおける改善措置が明確になら

ない段階での拙速な輸入再々開は行わないこと。 

 ２、アメリカ・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には、日本で実施されているＢ

ＳＥ（牛海綿状脳症）対策である全頭検査、トレーサビリティー、全頭からのＳＲＭ（特定危険

部位）の除去、肉骨粉の禁止を基準に評価すること。 

 ３、消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品

等、すべてに原料原産地表示を義務化すること。 

 次に、発議案第７号 一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林吸収源対策の着実

な推進を求める意見書について申し上げます。 

 近年の温室効果ガスの増加による地球温暖化問題は、人類の生存基盤を揺るがす重大な環境問

題となっており、京都議定書目標達成計画において、森林には二酸化炭素吸収源として重要な役

割（我が国の削減約束６％のうち森林の吸収量は 3.9％。ただし、現状の森林整備水準では吸収

量 2.6％程度）が課せられ、今後、これを確実なものにするため、森林・林業基本計画に基づく

計画的な森林の整備が強く求められています。 

 一方、我が国の森林・林業・木材産業については、国産材の需要、価格の低迷、林業労働力の

減少等により、林業生産活動が停滞し、間伐を初めとする森林の整備、管理が十分に行われなく

なってきており、このままでは二酸化炭素吸収源としての役割はもとより、近年の山地災害が多

発する中で、安全で安心できる国民の暮らしを守る森林の役割についても果たすことができなく

なることが強く危ぶまれています。 

 さらに、違法伐採は、今や地球環境を保全する上で大きな問題となっております。その増加に

より、森林の減少、劣化による環境破壊や地球温暖化を加速させ、さらには違法伐採木材が国際

市場に流通することによって、地球的規模での持続可能な森林経営を阻害する要因となっており、
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我が国の森林・林業・木材産業へ与える影響も深刻なものとなっています。 

 以上のように、我が国森林・林業・木材産業を取り巻く環境は厳しいものとなっています。よ

って、国においては、次の措置を早急に講じられるよう強く要望します。 

 １、森林・林業基本計画に基づく森林の整備、保全及び緑の雇用事業による担い手の確保、育

成対策の推進を図ること。 

 ２、違法に伐採された木材は使用しないという考え方に基づく、違法伐採対策の確立。特に、

外材についての対策を確立すること。また、国内の違法伐採対策を実施するに当たっては、地域

材の利用が推進されるよう十分配意するとともに、低コストで安定的、効率的な木材供給体制の

システムを確立すること。 

 ３、地球温暖化防止森林吸収源対策を確実に推進するため、環境税の創設による安定的な財源

を確保し、森林整備の推進を図ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出しようとするものであります。何とぞ発議

者の意をご賢察の上、よろしくご審議いただき、可決あらんことをお願い申し上げ、提案理由の

説明といたします。 

 ○議長（水野正美君）これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。 

質疑はありませんか。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案第６号及び発議案第７号、以上２件

につきましては、会議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）ご異議なしと認めます。よって、発議案第６号及び発議案第７号、以上２件 

につきましては、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。討論はありません

か。 

                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ○議長（水野正美君）それでは討論を終結いたします。 

 これより発議案第６号 米国産牛肉の拙速な輸入再々開は行わず、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）の

万全な対策を求める意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成

の諸君の挙手を求めます。 

                    〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

   

 ○議長（水野正美君）次に、発議案第７号 一般林政の具体的施策の実施及び地球温暖化防止森林 

吸収源対策の着実な推進を求める意見書についてを採決いたします。本案は、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の挙手を求めます。 
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                   〔挙手全員〕 

 ○議長（水野正美君）挙手全員であります。よって、発議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

    

                   報     告 

  

 ○議長（水野正美君）日程第３、報告であります。 

 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について、市長の報告を求めます。藤平市長。 

                 〔市長 藤平輝夫君登壇〕 

 ○市長（藤平輝夫君）ただいま議題となりました報告第１号 繰越明許費繰越計算書について申し 

上げます。 

  本件は、平成17年度勝浦市一般会計予算の繰越明許費で、地方特定道路整備事業に係る経費  

 2,021万 7,500円、漁港施設補助災害復旧事業に係る経費 1,512万円を平成18年度へ繰り越すた

めに調整した繰越明許費繰越計算書であります。 

 以上で報告を終わります。 

 ○議長（水野正美君）これをもって報告を終わります。 

 

 

    

                   閉     会 

 

 ○議長（水野正美君）以上をもちまして、今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしま 

した。 

 これをもって平成18年６月勝浦市議会定例会を閉会いたします。 

 

                  午後１時４２分  閉会 

 

 

    

                 本日の会議に付した事件  

  

１．議案第36号～議案第45号の総括審議 

１．請願第１号～請願第４号の総括審議 

１．陳情第４号の総括審議 

１．発議案第４号～発議案第７号の総括審議 

１．報告第１号の報告 
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                          平成    年    月    日 

 

        勝浦市議会議長      

 

        署名議員         

 

        署名議員         


